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は
じ
め
に

　

平
安
時
代
の
中
ご
ろ
、『
源
氏
物
語
』
の
著
わ
さ
れ
た
時
代
は
、
華
や
か
な
宮

廷
文
化
が
栄
え
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
女
性
に
と
っ
て
生
涯
で
も
っ
と
も
華
や

い
で
、
思
い
出
深
い
人
生
儀
礼
と
考
え
ら
れ
る
結
婚
式
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ

れ
て
い
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
当
時
、
結
婚
式
は
、
も
っ
と
も
華
麗
な
人
生
儀

礼
だ
っ
た
の
か
。
何
時
か
ら
華
や
か
に
挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
男

女
の
結
合
に
よ
り
、
新
た
な
姻
戚
関
係
を
つ
く
り
あ
げ
、
政
治
的
転
昇
を
も

た
ら
す
結
婚
と
そ
の
お
披
露
目
で
あ
る
婚
礼
は
、
貴
族
層
に
と
っ
て
き
わ
め
て

重
要
な
儀
礼
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
の
婚
姻
儀

礼
研
究
は
、
五
十
年
以
上
前
の
女
性
史
開
拓
者
高
群
逸
枝
氏**

と
日
本
文
学
研
究

者
の
中
村
義
男
氏
が
著
し
た
概
説
書**

以
後
、
歴
史
学
や
日
本
文
学
な
ど
の
ど
の

分
野
で
も
、
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
多
く
の
概
説
書**

で
も
、
詳
細
な
論
述
で
は
な
い
。
筆
者
は
、
近
年
、
平
安
中
期
の
婚
姻
儀
礼
の

各
構
成
要
素
を
史
料
に
則
し
、
い
く
つ
か
具
体
的
に
検
討
し
て
き
た**

。
小
稿
も
、

そ
の
ひ
と
つ
の
検
討
で
あ
り
、
婚
礼
第
一
夜
か
ら
三
日
間
行
わ
れ
た
、
新
郎
新

婦
に
夜
具
で
あ
る
衾
を
か
け
る
儀
礼
、
す
な
わ
ち
衾
覆
儀
を
取
り
上
げ
検
討
す

る
。

　

平
安
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
を
概
説
す
る
際
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上

げ
ら
れ
る
の
は
、十
二
世
紀
初
頭
に
大
江
匡
房
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
儀
式
書『
江

家
次
第
』
の
「
執
聟
儀
」
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
書
に
よ
る
と
、
婚
礼
当
日
、
消

息
文
が
新
郎
側
か
ら
新
婦
側
に
届
け
ら
れ
る
。
夜
に
な
る
と
聟
公
が
松
明
を
も

つ
前
駈
等
、
多
く
の
従
者
を
従
え
新
婦
邸
宅
に
や
っ
て
く
る
。
火
合
わ
せ
が
行

わ
れ
、
聟
公
が
寝
殿
の
階
を
登
る
と
、
沓
取
人
が
沓
を
取
る
。
そ
の
後
の
衾
覆

儀
に
か
ん
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

聟
公
帳
内
に
入
り
、
姫
君
出
る
。（
割
注
略
）
聟
公
装
束
を
解
く
。
衾
を

覆
う
〈
物
告吉
イ

の
女
上
臈
覆
う
〉（〈　

〉
内
は
二
行
割
注
、
以
下
同
）**

聟
が
帳
中
に
入
り
、
姫
君
（
新
婦
）
が
他
の
部
屋
か
ら
出
て
帳
中
に
入
り
、
聟

が
装
束
を
脱
ぐ
と
、
衾
が
覆
わ
れ
る
、
と
の
手
順
が
記
さ
れ
て
い
る
。
衾
覆
人

は
、「
物
吉
の
女
で
上
臈
の
者
」
と
あ
る
。
こ
の
衾
覆
は
何
時
頃
か
ら
史
料
に
出

て
く
る
の
か
、
衾
覆
人
は
誰
が
な
る
の
か
、
さ
ら
に
、
衾
と
は
何
か
、
衾
覆
は

本
来
何
回
行
っ
た
の
か
、
な
ど
様
々
な
疑
問
が
出
て
く
る
。
小
稿
で
は
、
ま
ず

は
、
衾
覆
儀
の
始
ま
り
の
時
期
、
衾
覆
役
の
人
物
や
新
郎
新
婦
と
の
続
柄
、
衾

衾
覆
儀
の
成
立
と
変
容

　
　
　

─
─ 

王
朝
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の
実
態
、
さ
ら
に
そ
の
変
容
過
程
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
天
皇
と
東
宮
へ

の
入
内
と
貴
族
層
、
貴
族
で
も
摂
関
家
と
他
の
貴
族
層
等
、
身
分
や
階
層
へ

の
視
点
を
重
視
し
た
い
。
な
お
、
主
と
し
て
婚
姻
年
月
日
が
明
確
に
な
る
記

録
類
の
婚
姻
儀
礼
を
史
料
と
し
て
分
析
し
、
適
宜
文
学
作
品
も
使
用
し
た
。

第
一
章　

衾
覆
儀
の
成
立

１　

平
安
中
期
の
史
料

　

管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
衾
覆
儀
が
最
初
に
史
料
と
し
て
出
て
く
る
の

は
、
①
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
正
月
三
日
に
元
服
し
た
ば
か
り
の
後
一
条

天
皇
十
一
歳
へ
三
月
七
日
、
道
長
女
尚
侍
威
子
二
十
歳
が
入
内
し
た
史
料
で

あ
る
。
入
内
当
日
、
申
刻
、
御
書
使
が
威
子
宅
に
来
る
。
酉
刻
に
内
裏
の
殿

舎
に
入
る
。
威
子
の
殿
舎
に
御
使
の
内
侍
が
来
る
。「
内
よ
り
早
く
上
ら
し

め
給
う
べ
き
由
、
御
消
息
有
り
〈
掌
侍
な
らマ

び
に
使マ

御
〉、
被
物
有
り
〈
女

装
束
、
綾
褂
を
加
う
〉、
次
で
上
ら
し
め
給
う
」（『
左
経
記
』）。
そ
の
後

母
々
御
衾
を
供
す
（『
御
堂
関
白
記
』）

さ
て
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
殿
の
上
お
は
し
ま
し
て
、
御
衾
参
ら
せ
給

ふ
ほ
ど
、
げ
に
め
で
た
き
御
あ
へ
も
の
に
て
、
こ
と
わ
り
に
見
え
さ
せ

給
ふ
。（『
栄
花
物
語
』
巻
十
四　

あ
さ
み
と
り
）**

か
つ
て
検
討
し
た
が
、
天
皇
と
東
宮
へ
の
入
内
は
、
新
婦
が
新
郎
の
寝
所
に

行
く
嫁
取
婚
だ
っ
た**

。
威
子
も
、「
西
北
対
に
装
束
」（『
御
堂
関
白
記
』）
と

あ
り
一
条
内
裏
の
西
北
対
殿
舎
に
入
る
と
、
天
皇
か
ら
内
侍
（
掌
侍
）
を
使

者
に
、
上
る
よ
う
に
と
の
召
し
が
あ
り
、
天
皇
の
寝
所
（「
夜
の
大
殿
」）
に

上
が
っ
た
。
そ
の
際
、
威
子
の
母
源
倫
子
が
同
行
し
、
帳
内
で
衾
を
供
し
て

い
る
。

　

つ
い
で
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
②
東
宮
敦
良
親
王
（
の
ち
の
後
朱
雀

天
皇
）十
三
歳
に
、道
長
女
嬉
子
十
五
歳
が
入
内
し
た
治
安
元
年（
一
〇
二
一
）

二
月
一
日
の
史
料
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
記
録
類
で
は
、
藤
原
実
資
が
、

養
子
資
平
か
ら
聞
い
た
「
昨
、
戌
時
尚
侍
、
入
宮
す
」（『
小
右
記
』
同
年
同

月
二
日
）
と
の
記
事
が
残
る
だ
け
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
栄
花

物
語
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

か
く
て
参
ら
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
あ
わ
た
だ
し
き
ま
で
心
も
と
な
く
、「
疾

く
疾
く
」
と
そ
そ
の
か
し
給
は
す
る
程
も
、
殿
の
上
、「
あ
さ
ま
し
う
、

物
恥
も
せ
さ
せ
給
は
ぬ
よ
」
と
、
を
か
し
く
お
ぼ
す
程
に
、
や
や
更
け

て
上
ら
せ
給
へ
る
に
、
い
つ
し
か
と
か
ひ
が
ひ
し
う
、
む
げ
に
世
な
れ

た
る
男
の
有
様
に
お
は
し
ま
す
も
、
あ
さ
ま
し
う
こ
の
御
前
は
お
ぼ
し

見
奉
ら
せ
給
ふ
。
御
衾
は
、
例
の
上
の
御
前
参
ら
せ
給
ふ
。（『
栄
花
物

語
』
巻
第
十
六　

も
と
の
し
づ
く
）

戌
刻
に
、
内
裏
の
尚
侍
殿
舎
に
決
め
ら
れ
た
登
花
殿
に
入
る
と
、
東
宮
敦
良

親
王
か
ら
は
、「
早
く
早
く
」
と
せ
か
す
使
者
が
来
て
、
尚
侍
嬉
子
は
東
宮
殿

舎
凝
華
舎
（
梅
壺
）
に
上
る
。
こ
こ
で
も
、
母
で
あ
る
倫
子
が
同
行
し
、
御

衾
を
参
ら
せ
る
、
す
な
わ
ち
衾
覆
を
行
っ
て
い
る
。

　

つ
い
で
、
③
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
七
月
二
日
に
元
服
し
た
東
宮
親

仁
親
王
（
の
ち
の
後
冷
泉
天
皇
）
十
三
歳
に
十
二
月
十
三
日
、
章
子
内
親
王

十
二
歳
が
入
内
し
た
記
事
で
あ
る
。
前
年
の
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
七

月
十
七
日
、
章
子
内
親
王
の
父
後
一
条
天
皇
が
没
し
、
九
月
六
日
に
は
母
中

宮
威
子
が
亡
く
な
る
。
東
宮
親
仁
親
王
の
母
嬉
子
も
出
産
の
時
に
亡
く
な
っ

て
お
り
、
じ
つ
は
、
こ
の
時
東
宮
も
章
子
内
親
王
も
、
上
東
門
院
彰
子
の
高

陽
院
に
同
居
し
て
い
る**

。
十
三
日
に
は
、
章
子
内
親
王
は
「
寝
殿
の
東
三
間

を
御
在
所
」、
東
宮
は
「
寝
殿
の
西
二
間
を
以
て
東
宮
夜
大
殿
」
と
し
て
婚

礼
が
行
わ
れ
て
い
る
（『
平
記
』）。
当
日
、
黄
昏
頃
、
東
宮
か
ら
書
使
が
遣
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わ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
亥
一
刻
に
章
子
内
親
王
は
御
着
裳
を
行
う
。
そ
の
後
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
参
り
御
す
。
寝
殿
西
二
間
を
以
て
東
宮
夜
大
殿
と
為
す
。
御
使

有
り
。
女
房
に
女
装
束
一
襲
を
賜
う
。
関
白
殿
候
ぜ
し
め
給
う
。
御

沓
を
懐
に
し
給
う
と
云
々
。
殿
御
衣
を
以
て
こ
れ
を
覆
う
。
三
日
不
動
。

又
三
日
有
り
、
御
殿
油
を
消
さ
ず
と
。（『
平
記
』）

同
じ
邸
宅
の
同
じ
寝
殿
を
二
つ
に
区
切
り
、
新
婦
と
新
郎
の
邸
宅
に
準
え
、

御
書
の
使
者
も
き
ち
ん
と
送
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
東
宮
か
ら
女
房
の
使
者

が
来
て
、
章
子
内
親
王
は
東
宮
夜
大
殿
に
参
御
し
て
い
る
。
衾
覆
人
は
、
関

白
頼
通
で
あ
っ
た
。「
三
日
不
動
」
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

平
安
中
期
の
衾
覆
儀
の
最
後
の
史
料
は
、
④
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）

十
二
月
二
十
一
日
、
後
朱
雀
天
皇
に
教
通
娘
生
子
二
十
六
歳
が
入
内
し
た
史

料
で
あ
る
。
後
朱
雀
天
皇
は
、
春
宮
の
時
キ
サ
キ
で
あ
っ
た
嬉
子
を
亡
く
し
、

三
条
天
皇
と
妍
子
の
皇
女
禎
子
内
親
王
が
入
内
し
て
お
り
、
さ
ら
に
頼
通
養

女

子
が
入
内
し
た
が
、
同
年
八
月
十
九
日
女
子
出
産
後
亡
く
な
っ
て
い
た

（『
百
錬
抄
』）。
ま
だ
、
悲
し
み
の
余
韻
が
残
る
頼
通
に
と
っ
て
は
、
許
し
難

い
入
内
で
あ
り
、
二
人
の
兄
弟
の
確
執
は
い
よ
い
よ
増
し
て
い
く
。
頼
通
は
、

「
輦
車
借
り
申
さ
る
と
雖
も
、
関
白
殿
借
さ
れ
ず
、
よ
り
て
新
に
作
る
と
云
々
、

事
の
大
略
は
な
は
だ
以
て
過
差
な
り
」
と
、
輦
車
を
貸
さ
な
い
な
ど
の
入
内

妨
害
を
す
る
が
、
新
造
し
か
え
っ
て
華
や
か
に
生
子
は
入
内
す
る
。
し
か
し

「
他
の
殿
上
人
無
し
と
云
々
」（
以
上
『
春
記
』）
と
教
通
親
族
の
み
の
参
列

と
い
う
寂
し
い
入
内
で
あ
っ
た
。

今
夜
宿
侍
す
。
女
御
参
上
し
給
う
こ
と
、
昨
日
の
如
し
と
い
う
。
四
条

中
納
言
な
ら
び
に
一
族
の
人
々
扈
従
と
云
々
。
内
府
な
ら
び
に
北
の
方

相
共
に
二
間
に
臥
し
給
う
と
云
々
。
彼
の
北
の
方
御
被
を
覆
い
奉
る
料

と
云
々
。（『
春
記
』
同
年
同
月
二
十
三
日
）

蔵
人
頭
藤
原
資
房
の
日
記
の
第
三
日
目
を
記
し
た
カ
所
で
あ
る
。
最
後
に
、

教
通
の
北
方
が
「
奉
覆
御
被
之
料
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
教
通
の
北
方
は
、

「
内
の
大
殿
の
上
は
、
三
条
院
の
女
二
宮
、
こ
の
度
は
添
ひ
奉
ら
せ
給
へ
り
」

（『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
四　

暮
ま
つ
ほ
し
）
と
あ
り
、
三
条
天
皇
二
宮
禔

子
内
親
王
で
あ
り
、万
寿
三
年
二
月
五
日
（『
日
本
紀
略
』）
に
結
婚
し
て
い
た
。

教
通
北
方
禔
子
内
親
王
が
、
御
被
を
覆
う
、
す
な
わ
ち
衾
覆
儀
を
行
っ
た
こ

と
、
し
か
も
三
日
間
行
っ
た
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
、
平
安
中
期
ま
で
の
衾
覆
儀
史
料
は
四
例
で
あ
る
。
ど
れ
も
天
皇
と

東
宮
に
関
わ
る
入
内
の
み
の
史
料
で
あ
る
。

２　

衾
覆
人
と
衾
覆
儀
の
成
立

　

ま
ず
、
検
討
す
る
の
は
、
衾
覆
人
で
あ
る
。
四
例
の
う
ち
、
①
威
子
と
②

嬉
子
の
場
合
は
、
生
母
倫
子
が
衾
覆
役
を
は
た
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
④
生

子
の
場
合
も
、
生
子
の
実
母
公
任
女
は
、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
正
月

六
日
に
亡
く
な
っ
て
お
り
（『
小
右
記
目
録
』）、
先
述
の
よ
う
に
教
通
は
禔

子
内
親
王
と
再
婚
し
て
お
り
、
北
方
と
呼
称
さ
れ
る
義
母
（
嫡
母
）
で
あ
る
。

③
章
子
内
親
王
の
場
合
、
す
で
に
両
親
と
も
没
し
、
父
の
母
で
あ
り
、
母
の

姉
で
あ
る
上
東
門
院
彰
子
に
養
育
さ
れ
て
い
た
。
関
白
頼
通
は
、
母
の
兄
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
母
方
伯
父
、
実
質
的
養
父
が
衾
覆
人
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。四
例
で
し
か
な
い
が
、と
も
に
新
婦
母
か
新
婦
親
族
が
衾
覆
人
だ
っ

た
と
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　

高
群
逸
枝
氏
は
、「
母
の
衾
覆
に
は
、
當
人
同
士
の
自
由
結
合
に
な
る
新
枕

を
、
母
が
ひ
そ
か
に
庇
護
し
、
介
添
え
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
い
み
が
感
じ
ら

れ
る
。
し
か
し
後
に
な
る
と
、
後
代
娶
嫁
婚
の
「
床
入
り
」
に
も
似
た
よ
う
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な
も
の
と
な
り
、
儀
式
化
さ
れ
、
褥
礼
化
さ
れ
た
も
の
と
も
な
っ
て
く
る
」

と
指
摘
し
て
い
る**

。
た
し
か
に
、
十
世
紀
に
は
、
娘
の
母
親
が
娘
の
男
性
選

び
を
行
っ
て
い
る
よ
う
な
話
が
多
い
。た
と
え
ば
、『
大
和
物
語
』七
十
六
に
は
、

「
桂
の
み
こ
の
御
も
と
に
、
嘉よ
し
た
ね種
が
来
た
り
け
る
を
、
母
御
息
所
、
聞
き
つ

け
た
ま
ひ
て
、
門
を
さ
さ
せ
た
ま
う
け
れ
ば
、
夜よ

ひ
と
夜
立
ち
わ
づ
ら
ひ
て
、

か
へ
る
」***

と
あ
り
、宇
多
天
皇
皇
女
孚
子
内
親
王
の
も
と
に
、源
嘉
種
が
通
っ

て
い
る
の
を
母
親
で
あ
る
御
息
所
（
十
世
王
女
）
が
聞
き
つ
け
て
、
門
を
閉

め
さ
せ
た
、
と
あ
る
。
母
親
が
娘
の
性
関
係
を
監
視
、
あ
る
い
は
庇
護
し
て

い
る
。
ま
た
、『
後
撰
集
』
に
は
、「
人
の
む
す
め
に
源
か
ね
き
が
住
み
け
る
を
、

女
の
母
聞
き
侍
り
て
、
い
み
じ
う
せ
い
し
侍
り
け
れ
ば
、
忍
び
た
る
方
に
て

語
ら
ひ
け
る
間
に
、
母
し
ら
ず
し
て
俄
に
い
き
け
れ
ば
」
等
、「
母
」
と
特
記

す
る
場
合
が
多
い
。
も
っ
と
も
、『
蜻
蛉
日
記
』
作
者
の
場
合
は
、
兼
家
が
作

者
の
父
に
求
婚
し
た
、
と
あ
り
十
世
紀
中
期
に
は
す
で
に
父
親
が
決
定
権
を

持
つ
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
母
親
の
介
入
も
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
、
道
長
と
源
倫
子
の
場
合
な
ど
倫
子
の
母
藤
原
穆
子
の
助
言
が
大

き
な
力
を
持
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る***

。

　

興
味
深
い
の
は
、
生
子
入
内
の
時
、「
内
府
な
ら
び
に
北
の
方
」
が
三
日

間
内
裏
に
宿
泊
し
、「
北
の
方
御
被
を
覆
い
奉
る
」
と
あ
り
、
夫
婦
が
宿
泊

し
、
衾
覆
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
章
子
内
親
王
の
場
合
は
、

母
方
親
族
の
頼
通
が
衾
覆
を
行
っ
て
い
た
。
北
の
方
隆
姫
の
記
事
は
な
い
が
、

新
婦
の
母
代
わ
り
で
あ
る
隆
姫
も
居
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
。

平
安
中
期
の
衾
覆
人
は
、
新
婦
の
母
親
、
も
し
く
は
母
方
親
族
で
あ
り
、
な

お
か
つ
夫
婦
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

衾
覆
儀
が
、
第
一
日
目
に
新
郎
新
婦
の
寝
所
臥
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
が
、
で
は
、
第
二
日
目
、
第
三
日
目
の
夜
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

③
章
子
内
親
王
の
場
合
、「
殿
御
衣
を
以
て
こ
れ
を
覆
う
。三
日
不
動
」と
あ
っ

た
。
三
日
間
同
じ
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
④
生
子
入
内
の
時
に
は
、
入
内
の

三
日
目
の
資
房
の
日
記
に
、「
内
府
な
ら
び
に
北
の
方
相
共
に
二
間
に
臥
し
給

う
と
云
々
。
彼
の
北
方
御
被
を
覆
い
奉
る
料
と
云
々
」
と
あ
っ
た
。
教
通
と

北
の
方
が
寝
所
の
近
辺
に
臥
し
、
三
日
間
衾
覆
を
行
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら

れ
る
。
三
日
間
と
も
行
わ
れ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
衾
覆
儀
は
何
時
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
前

掲
拙
稿
で
し
ば
し
ば
検
討
し
た
よ
う
に
、
書
使
や
後
朝
使
、
三
日
夜
餅
な
ど

は
、
十
世
紀
前
期
の
重
明
親
王
の
結
婚
や
、
娘
の
徽
子
女
王
の
村
上
天
皇
へ

の
入
内
儀
な
ど
に
す
で
に
儀
式
内
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
十
世
紀
初
頭
に

は
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
衾
覆
儀
は
、
十
一
世

紀
初
頭
か
ら
し
か
史
料
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
寛
仁
元

年
（
一
〇
一
七
）
十
一
月
二
十
二
日
、
小
一
条
院
と
道
長
女
寛
子
の
婚
礼
で

は
、
小
一
条
院
が
戌
刻
、
寛
子
生
母
源
明
子
の
高
松
第
に
や
っ
て
来
た
と
記

す
後
で
、
道
長
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

母
々
の
許
よ
り
装
束
な
ら
び
に
衾
等
を
送
り
給
う
（『
御
堂
関
白
記
』）

と
あ
り
、「
母
々
」
す
な
わ
ち
源
倫
子
か
ら
、
装
束
と
衾
が
送
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
史
料
か
ら
勘
案
し
て
、
衾
覆
儀
は
、
記
録
類
に
も
『
栄
花
物
語
』
に
も

描
写
さ
れ
て
い
な
い
が
、
婚
礼
に
際
し
て
、
新
し
い
衾
が
用
意
さ
れ
た
こ
と

や
、
妻
方
親
族
が
用
意
し
た
こ
と
な
ど
は
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
小

一
条
院
と
寛
子
の
結
婚
の
場
合
は
婿
取
婚
で
あ
り***

、
貴
族
層
の
婚
姻
儀
礼
範

疇
に
は
い
る
の
で
、
衾
覆
儀
に
関
し
て
は
、
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
何
時
頃
ま
で
遡
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
群
氏
も
中
村
氏
も
、

衾
覆
儀
の
成
立
時
期
は
ま
っ
た
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
ほ
か
の
概
説
書
に
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も
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
対
案
を
出
す
ほ
ど
史
料
を
提
示
で
き
な
い
が
、

十
一
世
紀
前
後
に
、
天
皇
・
東
宮
へ
の
入
内
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
察
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
根
拠
の
第
一
は
、
史
料
的
に
入
内
史
料
し

か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
で
最
も
詳
細
に

婚
姻
儀
礼
を
描
写
し
て
い
る
『
落
窪
物
語
』
に
は
、
三
日
夜
餅
や
露
顕
な
ど

は
あ
る
が
、
衾
覆
儀
は
な
い
か
ら
で
あ
る***

。『
落
窪
物
語
』
で
描
写
さ
れ
る

婚
姻
儀
礼
は
、
す
べ
て
貴
族
層
同
士
の
婚
姻
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
世

紀
後
期
に
は
貴
族
層
に
衾
覆
儀
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
入
内
儀
礼
で
華
や
か
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
二
世
紀
後
期
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
方
を
露
顕
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
る
入
内
後
十
日
前
後
で
天
皇
や
東
宮
が
入
内
し
た
女
性
の
殿
舎
に

出
か
け
、
そ
こ
で
饗
宴
や
女
御
宣
下
が
行
わ
れ
る
、
初
渡
御
儀
は
、
道
長
女

彰
子
の
一
条
天
皇
入
内
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る***

。
す
な
わ
ち
、
道
長

は
、
自
身
を
権
威
付
け
る
た
め
に
様
々
な
儀
式
を
創
設
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
か
ら
、
正
妻
倫
子
が
婚
姻
儀
式
に
参
列
し
、
大
き
な
役
割
を
果
た
す
儀
礼

を
考
案
し
創
設
し
た
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の

点
は
全
く
の
推
測
で
し
か
な
い
の
で
、
仮
説
と
し
て
提
示
し
て
お
く
の
み
で

あ
る
。

第
二
章　

衾
覆
儀
の
変
容

１　

貴
族
層
の
衾
覆
儀
の
成
立

　

平
安
中
期
の
貴
族
層
の
婚
姻
儀
礼
に
は
衾
覆
儀
の
史
料
が
み
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
何
時
頃
か
ら
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

管
見
で
は
、
⑤
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
十
二
月
二
十
八
日
、
権
大
納
言
右

大
将
藤
原
家
忠
と
藤
原
宗
俊
女
と
の
結
婚
で
あ
る
。

今
夕
、
土
御
門
亭
に
お
い
て
右
大
将
の
事
を
企
て
る
所
な
り
。
左
府

（
源
俊
房
）
偏
に
相
労
せ
し
め
給
う
と
こ
ろ
な
り
。
密
儀
に
よ
り
、
万

事
省
略
す
。
書
状
使
無
し
。
亥
時
ば
か
り
、
大
将
渡
り
給
う
、
直
衣

〈
帯
剣
〉、
半
蔀
車
〈
下
簾
を
懸
く
〉、
随
身
〈
布
衣
番
長
□
□
□
〉、
前

駈
六
人
〈
こ
の
中
に
六
位
二
人
〉、
沓
取
役
〈
宗
成
〉、
指
燭
無
し
、
□

衾
事
〈
予
〉、
今
夜
露
顕
、
陪
膳
〈
新
中
将
〉。
今
夜
、
一
条
殿
に
宿
す
。

こ
の
事
、
一
家
の
為
に
誠
に
大
慶
な
り
（『
中
右
記
』）

家
忠
は
、
故
関
白
師
実
の
息
で
は
あ
る
が
、
母
が
北
政
所
麗
子
で
は
な
く
源

頼
国
女
で
あ
り
、
庶
子
だ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
一
日
で
露
顕
ま
で
行
っ
て
い
る
。

藤
原
宗
俊
は
源
俊
房
女
と
再
婚
し
て
お
り
、
娘
の
外
祖
父
左
大
臣
俊
房
七
十

歳
が
こ
の
婚
礼
を
仕
切
っ
た
、
と
あ
る
。「
土
御
門
亭
」
は
、
村
上
源
氏
源

俊
房
宅***

で
あ
る
。
家
忠
は
、
最
初
播
磨
守
定
綱
女
と
結
婚
し
、
つ
い
で
こ
の

土
御
門
亭
に
聟
取
ら
れ
た***

。
摂
関
家
で
も
庶
子
ゆ
え
、
一
日
で
露
顕
等
の
儀

式
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
す
で
に
摂
関
家
息
子
と
い
え
ど
も
処
遇
に
は
大

き
な
差
が
あ
っ
た
。
□
は
「
覆
」
が
入
り
「
覆
衾
事
」
と
考
え
て
間
違
い
な

か
ろ
う
。
衾
覆
役
は
、
宗
忠
四
十
三
歳
で
あ
り
、
新
婦
の
異
母
兄
に
あ
た
る
。

沓
取
役
の
宗
成
は
、
宗
忠
次
男
で
十
七
歳
で
あ
る
。
こ
の
時
新
婦
の
父
宗
俊

は
、
永
長
二
年
（
一
〇
九
七
）
五
月
五
日
（『
中
右
記
』）
に
亡
く
な
っ
て
い

た
が
、
母
源
俊
房
女
は
、
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
七
月
二
十
六
日
「
早
旦
、

雲
林
院
に
行
き
向
か
い
、
宰
相
中
将
（
宗
輔
）
な
ら
び
に
僧
（
相
命
）
を
訪

れ
る
。
彼
の
母
堂
尼
上
、
昨
日
暁
入
滅
す
〈
年
七
十
五
〉」（『
中
右
記
』）
と

あ
る
か
ら
、
当
時
生
存
し
、
四
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
母
が
衾
覆
役

を
務
め
な
か
っ
た
の
は
、
夫
没
後
で
出
家
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

つ
い
で
貴
族
層
の
婚
姻
で
は
、
⑥
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
八
月
十
日
、

権
中
納
言
藤
原
宗
忠
が
、
為
平
宅
を
経
営
所
と
し
て
、
源
大
納
言
雅
俊
息
憲
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俊
を
婿
取
っ
た
記
事
で
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

入
夜
大
夫
君
来
る
。
前
駈
六
人
〈
こ
の
中
五
位
四
人
〉、雑
色
十
人
〈
長

内
府
（
源
雅
実
）
随
身
府
生
秦
兼
信
〉、指
燭
〈
宗
成
、宗
重
〉、沓
取
〈
邦

宗
〉〈
衾
覆
源
大
納
言
北
方
〉、
今
夜
即
ち
露
顕
な
り
。
源
中
納
言
来
ら

る
。
殿
下
御
牛
な
ら
び
に
女
装
束
を
給
う
（『
中
右
記
』）

為
平
宅
は
、
新
婦
父
宗
忠
が
用
意
し
た
邸
宅
で
あ
り
、
そ
の
後
、
十
二
月

十
三
日
に
、「
今
夜
、
源
大
納
言
大
夫
君
密
々
堀
川
五
条
坊
門
に
渡
ら
し
む
な

り
、
旧
宅
を
修
理
す
る
な
り
。
日
来
右
衛
門
尉
為
平
宅
に
居
住
せ
し
む
、
今

日
、
此
の
亭
に
遷
ら
し
む
な
り
」（『
中
右
記
』）、
と
宗
忠
が
用
意
し
た
邸
宅

に
若
夫
婦
が
遷
っ
て
い
る***

。『
中
右
記
』
本
文
の
横
に
、「
衾
覆
源
大
納
言
北

方
」
と
あ
り
、
新
郎
の
母
が
衾
覆
人
に
な
っ
て
い
る
。
指
燭
の
宗
成
・
宗
重

は
新
婦
の
兄
弟
で
あ
り
、
沓
取
邦
宗
は
新
婦
母
の
オ
ジ
で
あ
る
。
共
に
新
婦

方
親
族
が
お
こ
な
っ
て
お
り
、
衾
覆
の
み
新
郎
の
母
で
あ
る
。
宗
忠
も
妻
も

生
存
中
で
あ
り***

、
衾
覆
人
が
新
婦
方
に
居
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
に
新

郎
母
が
行
っ
て
お
り
、
衾
覆
人
の
変
容
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
推
察
さ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
横
に
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
記
主
宗
忠
の
も
の
か
ど
う

か
、
検
討
を
要
す
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
、
八
月
十
四
日
に
は
、「
今
朝
大
夫
君
初
出
仕
な
り
」「
源
大
納
言

北
方
、
今
夜
手
本
送
物
を
渡
さ
る
。
今
夜
中
御
門
亭
に
帰
る
。
十
日
よ
り
経

営
所
に
あ
る
な
り
」（『
中
右
記
』）
と
あ
り
、
宗
忠
と
と
も
に
十
四
日
ま
で

婚
礼
場
所
で
あ
る
経
営
所
に
居
た
よ
う
で
あ
る
。
八
月
二
十
二
日
に
は
、「
源

大
納
言
初
め
て
大
夫
君
新
所
に
渡
ら
る
、
予
沙
汰
に
行
き
向
か
う
。
送
物
を

奉
る
〈
和
琴
、
錦
袋
に
入
る
〉。
晩
頭
帰
ら
る
」（『
中
右
記
』）
と
あ
り
、
新

郎
の
父
は
十
二
日
後
に
初
め
て
新
婚
夫
妻
の
邸
宅
に
行
き
、
二
人
と
対
面

し
、
贈
り
物
を
渡
し
て
い
る
。
そ
の
宴
の
沙
汰
は
、
新
婦
の
父
宗
忠
で
あ
る
。

経
営
所
も
含
め
た
婚
礼
儀
は
新
婦
方
で
設
営
す
る
の
に
、
衾
覆
は
新
郎
母
が

行
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

⑦
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
十
月
二
十
六
日
、
内
大
臣
藤
原
忠
通
と
権
大

納
言
藤
原
宗
通
女
と
の
婚
礼
が
行
わ
れ
る
。
忠
通
は
、
戌
刻
、
新
婦
父
宗
通

が
用
意
し
た
経
営
所
の
「
三
条
大
宮
播
磨
守
基
隆
宅
」
に
赴
き
、
寝
殿
の
南

面
妻
戸
よ
り
入
御
す
る
。

先
ず
、
帳
前
の
茵
の
上
に
座
す
〈
衾
覆
の
事
、
民
部
卿
の
「
上
」〉（『
中

右
記
』）

と
、
新
婦
母
が
衾
覆
人
で
あ
る
。
摂
関
家
の
嫡
男
で
あ
る
忠
通
は
、
翌
朝
帰

宅
し
、
三
日
間
通
う
。
沓
取
に
、「
少
将
重
道
、
衣
冠
を
著
し
、
御
沓
を
奉
る
。

三
カ
夜
間
か
く
の
如
し
。
そ
の
後
、
御
沓
取
人
無
し
」（『
中
右
記
』
十
月

二
十
七
日
）
と
あ
り
、
沓
取
人
は
三
日
間
奉
仕
し
て
い
る
の
で
、
衾
覆
儀
も

三
日
間
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
三
日
夜
餅
等
は
、
十
一
月
二
日

に
行
わ
れ
て
い
る***

。

　

⑧
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
十
月
二
十
一
日
、
輔
仁
親
王
皇
子
源
有
仁
と

故
権
大
納
言
公
実
女
と
の
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
公
実
女
の
母
は
、
堀
河
・
鳥

羽
両
天
皇
乳
母
二
位
藤
原
光
子
で
あ
る
。
当
日
元
服
し
た
有
仁
は
、
光
子
が

主
催
す
る
白
河
上
皇
御
所
大
炊
殿
の
経
営
所
に
婿
取
ら
れ
た
。
白
河
上
皇
異

母
弟
輔
仁
親
王
は
、
自
身
の
皇
位
継
承
が
絶
た
れ
、
し
か
も
皇
子
へ
の
源
姓

賜
与
に
忸
怩
た
る
思
い
だ
っ
た
こ
と
は
、多
く
の
指
摘
が
あ
る***

。
ま
た
、当
日
、

「
今
夕
露
顕
」（『
中
右
記
』）
と
一
日
で
行
わ
れ
る
婚
礼
も
摂
関
家
嫡
子
と
比

較
を
し
た
と
き
、
格
下
の
婚
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
拙
稿
で
指
摘
し
た***

。

夜
に
な
り
、
有
仁
は
大
炊
殿
に
到
着
し
、
寝
殿
に
登
る
。

女
主
帳
中
に
入
る
。
次
い
で
聟
公
帳
の
東
面
よ
り
入
り
解
脱
す
。
こ
の

間
、
右
兵
衛
督
東
面
よ
り
入
り
衾
を
覆
い
奉
る
〈
件
の
衾
帳
中
に
在
る
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に
よ
る
か
〉、
や
や
久
し
く
し
右
兵
衛
督
枕
上
方
に
餅
を
供
す
。（『
長

秋
記
』）

新
婦
が
ま
ず
帳
中
に
入
り
、
新
郎
が
入
る
と
、
右
兵
衛
督
、
す
な
わ
ち
新
婦

の
異
母
兄
実
行
が
衾
覆
儀
を
行
い
、
餅
も
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
新
婦
の

兄
が
衾
覆
人
で
あ
る
。
な
お
、「
主
人
沓
実
能
朝
臣
夫
妻
、
三
日
間
之
を
把

す
べ
し
と
云
々
」（『
長
秋
記
』）
と
あ
り
、
沓
は
三
日
間
同
母
兄
実
能
夫
妻

が
把
握
し
て
い
る
。
当
日
、
三
日
餅
や
露
顕
を
行
い
、
聟
は
翌
日
帰
宅
せ
ず

そ
の
ま
ま
新
婦
方
経
営
所
に
居
続
け
る
も
の
の
、
前
期
か
ら
の
儀
式
作
法
は
、

形
式
的
に
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
衾
覆
人
は
新
婦
方

の
親
族
で
あ
る
。

　

以
上
、
院
政
期
に
貴
族
層
の
婚
礼
で
出
現
す
る
衾
覆
儀
に
つ
い
て
み
て
き

た
。ま
ず
は
、衾
覆
儀
が
貴
族
層
に
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

２　

衾
覆
人
の
変
容

　

貴
族
層
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
を
史
料
か
ら
指
摘
し
た
が
、
天
皇
・
東
宮

へ
の
入
内
で
は
、
院
政
期
以
降
も
前
代
同
様
に
行
わ
れ
て
い
る
。
貴
族
層
で

の
衾
覆
儀
初
期
史
料
四
例
で
は
、
三
例
が
新
婦
方
親
族
が
衾
覆
を
行
っ
て

い
た
が
、
⑥
で
は
衾
覆
を
新
郎
の
母
が
行
っ
て
い
た
。
経
営
所
で
行
わ
れ

る
婚
礼
は
、
経
営
所
設
営
も
含
め
、
こ
の
期
も
基
本
的
に
は
新
婦
方
が
主
催

し
、
新
郎
親
族
は
そ
の
後
の
対
面
儀
等
で
は
じ
め
て
新
郎
新
婦
と
対
面
し
て

い
た***

か
ら
、
新
郎
の
母
の
登
場
は
、
大
き
な
変
化
の
兆
し
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
天
皇
・
東
宮
へ
の
入
内
も
含
め
て
衾
覆
人
を
検
討
し
た
い
。

　

⑨
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
月
二
十
五
日
、
三
十
四
歳
の
篤
子
内
親
王

が
同
母
兄
白
河
上
皇
の
皇
子
堀
河
天
皇
十
三
歳
に
入
内
し
た
。
叔
母
と
甥
の

結
婚
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
形
式
的
で
は
な
く
、
皇
位
継
承
者
の
誕
生
を
祈

願
し
た
結
婚
だ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
様
々
な
史
料
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る***

。
亥
刻
、
篤
子
内
親
王
が
出
発
し
、
堀
河
院
皇
居
に
到
着
し
、
東
対
に
入

御
し
た
。
天
皇
方
か
ら
御
使
の
参
河
掌
侍
が
や
っ
て
来
て
、
篤
子
内
親
王
が

寝
所
に
赴
き
、
帳
中
に
入
る
。

　
　

北
政
所
御
被
を
供
せ
ら
る
（『
為
房
卿
記
』）

　
　

御
衾
役
は
殿
下
北
政
所
（『
中
右
記
』）

北
政
所
は
、
関
白
藤
原
師
実
妻
麗
子
で
あ
る***

。
篤
子
内
親
王
は
師
実
養
女
と

し
て
入
内
す
る
か
ら
、
新
婦
の
母
が
衾
覆
人
だ
っ
た
。
前
代
同
様
で
あ
る
。

　

⑩
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
十
月
二
十
九
日
、
堀
河
天
皇
に
故
大
納
言
実

季
女
藤
原
茨
子
が
入
内
し
た
。
篤
子
内
親
王
は
、
四
十
歳
を
過
ぎ
皇
位
継
承

者
誕
生
が
無
理
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
夜
、
茨
子
が
入
内
し
、
高
陽
院

皇
居
西
北
対
に
入
る
。
掌
侍
藤
原
惟
子
が
「
登
ら
し
め
た
ま
う
べ
き
由
」
仰

せ
を
伝
え
る
と
、
茨
子
は
寝
所
に
登
る
。

　
　

御
衾
覆
い
奉
ら
る
こ
と
、
右
大
将
と
云
々
（
以
上
『
中
右
記
』）

右
大
将
と
は
、
権
大
納
言
源
雅
実
四
十
歳
で
あ
る
。
茨
子
と
の
親
族
関
係
は

見
つ
け
ら
れ
な
い
。

　

⑪
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
十
二
月
十
三
日
、
鳥
羽
天
皇
十
五
歳
に
藤
原

璋
子
十
七
歳
が
入
内
す
る
。
戌
刻
に
璋
子
が
入
内
し
、
御
夜
大
殿
に
登
る
。

今
夜
衾
役
〈
民
部
卿
〉、
御
さ
う
か
〔
い
脱
力
〕イ
タ
ク
人
同
じ
、
よ
り
て
彼
の
卿

の
妻
、
内
裏
に
参
り
候
ず
と
云
々
。
今
夜
民
部
柳
下
襲
を
着
す
は
如
何
。

是
心
葬
の
物
な
り
。
憚
り
有
る
べ
し
。
案
内
を
知
ら
ざ
る
人
は
か
く
の

如
し
、
不
覚
な
り
（『
殿
暦
』）

民
部
卿
は
、権
大
納
言
正
二
位
藤
原
宗
通
四
十
四
歳
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』）。

璋
子
の
実
父
公
実
は
す
で
に
な
い
が
、
実
母
光
子
は
、
⑧
で
み
た
よ
う
に
生

存
し
権
勢
を
振
る
っ
て
い
る
。
た
だ
し
璋
子
は
白
河
上
皇
の
養
女
と
な
っ
て
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お
り
、
そ
の
意
味
で
は
親
族
は
少
な
い
が
、
璋
子
と
宗
通
の
親
族
関
係
は
な

い
よ
う
で
あ
る***

。
⑩
と
同
様
に
、
新
婦
の
親
族
で
は
な
い
。
衾
覆
は
右
大
将

宗
通
で
あ
る
が
、「
御
そ
う
か
い
（
挿
鞋
）」
で
あ
る
沓
を
「
イ
タ
ク
（
抱
く
）」

の
は
夫
婦
で
あ
り
、
妻
も
内
裏
に
宿
泊
し
て
い
る
。

　

⑫
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
正
月
九
日
、
崇
徳
天
皇
に
摂
政
忠
通
女
聖
子

が
入
内
す
る
。
寝
殿
で
着
裳
を
し
た
聖
子
は
、
夜
入
内
し
、
御
使
掌
侍
美
濃

が
や
っ
て
来
て
、
寝
所
に
登
る
。

　
　

今
夜
の
御
衾
覆
の
事
、
摂
政
と
云
々
（『
中
右
記
』）。

こ
こ
で
は
、
新
婦
の
父
が
衾
覆
人
で
あ
る
。
⑩
⑪
の
例
の
よ
う
に
、
天
皇
へ

の
入
内
の
場
合
、
親
族
関
係
に
な
い
人
物
が
衾
覆
人
と
な
る
こ
と
が
十
一
世

紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
じ
ま
る
も
の
の
、
新
婦
親
族
も
未
だ

存
続
し
て
い
る
。

　

貴
族
層
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
⑤
は
新
婦
の
兄
、
⑦
は
新
婦
の
母
、

⑧
は
新
婦
の
兄
、
と
新
婦
親
族
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
⑦
で
は
新
郎
の
母
が

み
ら
れ
た
。
⑬
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
六
月
十
九
日
、
前
摂
政
忠
実
庶
子

頼
長
と
権
中
納
言
藤
原
実
能
女
の
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
実
能
妻
の
兄
顕
頼
の

二
条
烏
丸
亭
（
元
鳥
羽
上
皇
の
居
所
）
が
経
営
所
に
成
っ
た
。
頼
長
は
、
夜

二
条
烏
丸
亭
に
赴
く
。

　
　

衾
覆
左
衛
門
督
（『
長
秋
記
』）

左
衛
門
督
は
、
源
雅
定
六
十
歳
で
あ
る
が
、
新
婦
方
の
親
族
関
係
は
不
明
で

あ
る
。

　

衾
覆
人
選
定
で
興
味
深
い
の
は
、
⑭
頼
長
が
養
女
多
子
を
近
衛
天
皇
へ
入

内
さ
せ
る
た
め
に
準
備
を
し
た
際
の
、
次
の
史
料
で
あ
る
。

従
三
位
幸
子
、
御
衾
を
覆
う
べ
し
。
服
日
数
の
忌
有
る
べ
く
ん
ば
、
小

臣
覆
う
べ
し
。
勅
し
て
曰
く
、
奏
す
る
所
、
理
実
然
な
り
。
宜
し
く
請

う
所
に
し
か
る
べ
し
（『
台
記
』
久
安
四
年
十
一
月
二
十
三
日
）

頼
長
妻
幸
子
が
衾
覆
役
を
勤
め
る
予
定
で
あ
る
が
、
服
喪
の
月
数
内
な
の
で

ダ
メ
な
ら
自
分
が
そ
の
役
を
勤
め
る
、
と
し
て
い
る
。
幸
子
の
兄
弟
覚
源
が

死
去
し
て
い
た
。
翌
年
正
月
に
予
定
し
て
い
た
入
内
日
は
服
喪
中
に
な
っ
た

た
め
、
誰
が
勤
め
る
か
議
論
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
服
喪
中
で
は
憚
り
が
あ

り
衾
覆
人
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、

こ
の
婚
礼
は
十
二
月
十
四
日
忠
実
妻
北
政
所
師
子
が
没
し
た
た
め
延
期
さ
れ
、

久
安
六
年
正
月
十
日
に
行
わ
れ
た
（『
百
錬
抄
』）
が
、残
念
な
が
ら
『
台
記
』

は
遺
っ
て
お
ら
ず
、
誰
が
衾
覆
人
に
な
っ
た
か
不
明
で
あ
る
。

　

⑮
応
保
元
年
（
一
一
六
一
）
十
二
月
十
七
日
に
、
二
条
天
皇
に
大
殿
忠
通

養
女
育
子
が
入
内
す
る
。
そ
の
時
の
衾
覆
人
選
定
は
興
味
深
い

五
日　

大
臣
殿
よ
り
召
し
あ
り
。
参
る
。
伊
賀
守
邦
綱
朝
臣
を
し
て
仰

せ
し
め
て
云
わ
く
、
入
内
御
衾
覆
人
は
、
憚
り
無
き
人
を
撰
さ
れ
る
事

な
り
。相
計
り
て
仰
せ
ら
る
べ
き
由
奏
聞
す
べ
く
ん
ば
、前
関
白（
忠
通
）

に
申
す
べ
き
な
り
と
。
又
、
帰
参
し
こ
の
旨
を
申
す
。
御
返
事
に
云
わ

く
、思
慮
を
め
ぐ
ら
す
に
、凡
そ
然
る
べ
き
人
候
ぜ
ず
、猶
忠
親
に
内
々

に
相
尋
ね
申
す
べ
き
由
奏
す
べ
き
な
り
。
又
帰
参
し
奏
聞
す
。
仰
せ
て

云
わ
く
、
早
く
尋
ぬ
べ
し
。

六
日　

□
□
大
殿
（
忠
通
）、
邦
綱
に
付
し
、
御
衾
覆
人
の
事
を
申
す
。

大
臣
以
下
多
く
憚
り
有
り
□
□
中
宮
権
大
夫
実
長
、
源
中
納
言
定
房
、

宰
相
中
将
〈
実
国
〉
此
の
三
人
憚
り
無
き
人
な
り
。
実
長
卿
は
当
月
妊

者
有
り
と
。
中
納
言
定
房
は
宰
相
中
将
室
軽
服
の
内
た
り
、
□
□
候
ず

べ
し
。
右
大
将
（
兼
実
）
殿
御
子
息
未
だ
出
来
し
給
わ
ず
。
し
か
れ
ど

も
他
人
無
く
ん
ば
も
っ
と
も
然
る
べ
き
か
の
由
申
し
入
る
。（
中
略
）

去
夜
、
大
殿
仰
せ
ら
れ
て
云
わ
く
、
こ
の
事
妻
障
り
無
く
、
な
ら
び
に
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子
息
欠
せ
ざ
る
人
参
る
所
な
り
と
。（『
山
槐
記
』）

衾
覆
人
は
、「
無
憚
人
」
が
条
件
で
あ
り
、「
妻
が
憚
り
な
く
、
子
ど
も
も
亡
く

な
っ
た
こ
と
が
な
い
」
人
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

十
七
日
（
前
略
）
襲
芳
舎
、
右
大
将
の
上
の
宿
所
と
な
す
。
御
被
覆
の

為
に
相
具
し
参
ら
る
べ
き
な
り
。（
中
略
）
夜
右
大
将
上
、
襲
芳
舎
に

参
ら
る
。
将
軍
御
衾
を
覆
わ
る
べ
き
な
り
。（
中
略
）
主
上
御
夜
の
御

殿
の
西
戸
御
帳
中
に
入
る
。
次
い
で
三
位
殿
（
育
子
）
上
の
御
壺
禰
方

よ
り
夜
御
殿
北
戸
に
入
る
。
御
帳
内
に
入
御
す
。
右
大
将
参
進
し
御
衾

を
覆
わ
る
。
次
い
で
御
挿
鞋
を
取
り
退
出
す
。（
中
略
）宿
所
に
遣
わ
す
。

三
日
間
彼
の
宿
所
に
置
く
後
、
女
御
の
方
に
献
ぜ
ら
る
べ
し
と
云
々
。

二
十
日
（
前
略
）
右
大
将
上
相
共
に
退
出
せ
し
め
給
う
。
日
来
、
御
衾

覆
に
よ
り
祗
候
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
り
。（『
山
槐
記
』）

結
局
、
権
大
納
言
右
大
将
兼
実
十
三
歳
が
、
ま
だ
子
ど
も
は
生
ま
れ
て
い
な

い
が
、
衾
覆
人
に
な
っ
て
い
る
。
新
婚
ほ
や
ほ
や
の
、
子
ど
も
が
無
く
憚
り

の
な
い
夫
妻
で
あ
っ
た
。
先
の
、
⑭
と
同
様
、
衾
覆
人
は
、
天
皇
の
入
内
の

場
合
も
、
親
族
よ
り
も
「
無
憚
人
」
を
撰
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確

か
め
ら
れ
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
新
婦
側
の
夫
妻
が
「
無
憚
人
」
の
場
合
、
衾
覆
役
を
勤
め
る

慣
行
は
長
く
続
く
。
⑯
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
正
月
十
一
日
、
摂
政
兼
実

四
十
二
歳
の
女
任
子
が
後
鳥
羽
天
皇
十
一
歳
に
入
内
し
た
。
天
皇
が
御
帳
に

入
り
、
次
い
で
三
位
殿
（
任
子
）
が
入
る
。

主
上
御
装
束
を
撤
す
（
中
略
）
御
東
枕
に
臥
す
な
り
。
次
い
で
三
位
殿

御
袴
を
脱
し
御
衣
を
北
方
に
押
遣
り
て
臥
し
御
す
〈
主
上
南
、
三
位
殿

北
〉。
そ
の
上
に
先
ず
紅
御
直
垂
を
著
し
、
其
の
上
に
御
衾
を
著
し
奉

る
（
割
注
略
）、
次
い
で
御
挿
鞋
を
取
り
、
左
大
将
を
以
て
藤
壺
に
遣

わ
す
。
次
い
で
余
及
び
大
将
退
下
す
。
御
共
に
候
ず
女
房
等
、
終
夜
上

御
壺
禰
に
候
ず
。
次
い
で
余
及
び
大
将
藤
壺
の
饗
座
に
帰
著
す（
中
略
）。

人
々
退
下
し
、
余
帰
り
入
り
、
北
政
所
相
共
に
寝
に
付
す
。
御
挿
鞋
傍

ら
に
在
る
な
り
。
藤
壺
坤
小
局
を
北
政
所
宿
所
と
な
す
。
余
の
直
廬
は

凝
華
舎
な
り
（『
玉
葉
』）

新
婦
の
父
兼
実
が
衾
覆
人
で
あ
る
。
ま
た
、
母
北
政
所
も
藤
壺
に
宿
し
、
挿

鞋
を
守
っ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
夫
妻
が
内
裏
に
入
っ
て
も
、
衾
覆
役
は
父
親
が
行
っ
て

い
る
点
で
あ
る
。
⑮
に
は
「
襲
芳
舎
、
右
大
将
上
の
宿
所
と
な
す
。
御
被
覆

の
為
に
相
具
し
参
ら
れ
る
べ
き
な
り
」、「
夜
右
大
将
上
、
襲
芳
舎
に
参
ら
る
。

将
軍
御
衾
を
覆
わ
ら
る
べ
き
な
り
」
と
あ
り
、「
上
＝
妻
」
も
内
裏
に
宿
し
て

い
る
が
、「
右
大
将
参
進
し
御
衾
を
覆
わ
る
」
と
衾
覆
は
夫
右
大
将
が
行
っ
て

い
た
。
天
皇
の
挿
鞋
を
宿
所
に
置
い
た
と
あ
り
、
右
大
将
上
の
宿
所
、
襲
芳

舎
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
⑮
も
⑯
と
同
様
、
夫
が
衾
覆
人
と
な
り
、
妻
は
挿

鞋
を
三
日
間
守
る
役
だ
っ
た
の
で
あ
る***

。

　

衾
覆
人
が
父
親
に
な
り
、
母
は
沓
懐
役
を
一
緒
に
行
う
の
は
、
貴
族
層
も

同
様
で
あ
る
。
⑰
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
二
月
九
日
、
平
信
範
は
娘
に
蔵

人
大
夫
を
婿
取
っ
た
。

今
夜
執
聟
事
、
密
々
営
む
。
蔵
人
大
夫
来
居
さ
る
な
り
〈
各
年
、
男

十
五
、
姫
君
十
三
〉（
中
略
）
男
女
相
伴
い
帳
中
に
入
ら
る
、
下
官
衾

を
覆
う
〈
直
垂
な
り
〉（
中
略
）。
沓
は
進
士
取
り
、
持
ち
来
る
、
下
官

の
女
房
之
を
受
け
、
唐
櫃
内
に
納
め
了
ぬ
（『
兵
範
記
』）。

父
で
あ
る
信
範
が
衾
覆
人
に
成
っ
て
お
り
、
沓
を
女
房
が
受
け
取
っ
て
唐
櫃

に
納
め
て
い
る
。
こ
の
婚
礼
も
一
日
で
行
わ
れ
た
の
で
天
皇
・
春
宮
、
あ
る

い
は
摂
関
嫡
子
と
は
違
っ
て
三
日
間
沓
懐
す
る
こ
と
な
く
唐
櫃
に
納
め
た
の
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で
あ
ろ
う
が
、
母
の
役
に
な
っ
て
い
る
。
衾
覆
人
は
無
憚
人
を
選
択
す
る
よ

う
に
な
る
も
の
の
、
新
婦
両
親
の
場
合
は
、
父
親
が
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
変
化
は
、
す
で
に
平
安
中
期
の
③
章
子
内
親
王
入
内
に
関
白
頼
通

が
衾
覆
人
に
な
っ
た
頃
か
ら
萌
芽
し
て
お
り
、
⑩
茨
子
入
内
の
雅
実
、
⑪
璋

子
入
内
の
宗
通
な
ど
十
二
世
紀
初
頭
に
は
顕
著
に
な
っ
て
お
り
、
貴
族
層
で

も
十
二
世
紀
初
頭
の
⑤
⑧
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
無
憚
人
で
も
男
性
へ
変
化
し

て
お
り
、
さ
ら
に
新
婦
の
場
合
も
父
親
へ
変
化
し
た
と
の
史
的
変
容
が
推
察

さ
れ
る
。

　

高
群
逸
枝
氏
は
、
平
安
中
期
の
衾
覆
人
が
新
婦
母
親
で
あ
る
の
は
、
母
の

婚
姻
決
定
権
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
前
述
し
た
が
、
十
二
世
紀
中
頃
の
父

へ
の
変
化
は
、
ま
さ
に
婚
姻
決
定
権
が
父
へ
移
行
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
象

徴
で
あ
り
、
男
性
へ
の
変
化
も
社
会
全
体
の
男
性
優
位
傾
向
、
男
性
優
位
の

非
対
称
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。

第
三
章　

衾
の
実
態

１　

衾
の
調
進

　

で
は
、
婚
姻
儀
礼
に
重
要
な
要
素
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
衾
覆
の
衾
は
、

誰
が
用
意
・
調
進
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、
拙
稿
で
天
皇
・
春
宮
入

内
は
、
新
郎
方
寝
所
で
婚
姻
儀
礼
を
行
い
初
夜
を
迎
え
る
嫁
取
婚
、
貴
族
層

は
新
婦
方
寝
所
で
行
う
聟
取
婚
で
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
の
衾
調
進
の
分

析
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
史
料

に
即
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。　

⑨
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
十
月

十
五
日
の
堀
河
天
皇
へ
の
篤
子
内
親
王
入
内
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。夜

の
御
所
本
の
如
し
。
西
台
丑
寅
角
に
畳
二
枚
を
敷
く
。
御
帳
中
に
紅

覆
を
置
く
〈
南
方
に
置
か
る
と
云
々
〉（
中
略
）
裏
書
、
御
被
は
内
方

設
け
ら
る
な
り
（
中
略
）。
主
上
御
帳
中
に
入
御
す
〈
御
下
よ
り
入
御
す
。

御
覆
衣
を
置
き
居
給
う
と
云
々
〉（『
後
二
条
師
通
記
』）

御
被
両
方
儲
け
ら
る
〈
夜
御
帳
中
、
内
藏
献
ず
。
宮
御
帳
料
は
殿
下
よ

り
進
め
ら
る
〉。（
中
略
）
御
被
兼
ね
て
其
の
中
に
置
く
。（
中
略
）
主

上
御
直
衣
を
著
し
兼
ね
て
御
帳
中
と
云
々
（
割
注
略
）。
北
政
所
御
被

を
供
さ
る
。（『
為
房
卿
記
』）

御
衾
役
殿
下
北
政
所
（『
中
右
記
』）

御
被
＝
御
衾
で
あ
る
が
、
御
被
は
「
両
方
」、
す
な
わ
ち
新
郎
と
新
婦
の
両

方
が
用
意
す
る
と
あ
り
、
当
日
の
「
夜
御
帳
中
」
に
用
意
す
る
御
被
は
、
内

藏
寮
が
用
意
し
、
宮
＝
新
婦
篤
子
内
親
王
の
料
は
殿
下
、
実
際
は
「
内
方
」

す
な
わ
ち
師
通
内
方
＝
北
政
所
が
調
進
し
て
い
る
。
北
政
所
は
御
衾
役
＝
衾

覆
役
も
行
っ
て
い
る
。
御
衾
は
婚
礼
の
初
夜
に
衾
覆
人
が
覆
う
衾
と
、
新
婦

の
殿
舎
に
置
く
衾
と
二
つ
が
用
意
さ
れ
た
が
、
前
者
は
内
藏
寮
が
用
意
す
る

の
が
慣
例
だ
っ
た
。

　

⑫
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
正
月
九
日
、
崇
徳
天
皇
へ
の
聖
子
入
内
は
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

今
夜
御
衾
は
右
衛
門
督
実
行
卿
、
調
進
さ
る
。
是
本
院
の
仰
せ
に
依
る

な
り
。

　
　
　

今
夜
御
衾
覆
事
摂
政
と
云
々
。（
中
略
）

　
　
　

裏
書
に
云
わ
く
。

　
　
　

右
衛
門
督
談
じ
て
云
わ
く
、

御
衾
二
領
な
り
。
紅
打
ち
八
尺
六
野
、
シ
タ
ナ
ル
ハ
綿
頗
る
薄
き
な

り
。
衣
筥
の
蓋
は
蒔
絵
、
天
永
の
例
な
り
。
蘇
芳
織
物
裏
、
殿
下
申

す
□
御
唐
櫃
、
之
を
入
れ
進
上
す
る
な
り
。
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件
の
衾
は
、
女
御
方
の
中
に
置
き
、
内
藏
寮
献
ず
る
所
の
御
衾
は
夜

御
帳
中
に
置
く
な
り
。（『
中
右
記
』）

こ
こ
で
も
女
御
方
の
帳
中
に
置
く
衾
と
、
夜
御
帳
中
に
置
く
衾
が
用
意
さ
れ
、

前
者
は
崇
徳
の
母
方
伯
父
実
行
が
調
進
し
て
お
り
、
後
者
は
内
藏
寮
が
献
上

し
て
い
る
。

　

⑭
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
十
一
月
、
前
述
の
頼
長
女
多
子
入
内
準
備
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。

二
十
三
日
、
法
皇
に
奏
し
て
い
わ
く
、
先
日
右
大
将
実
能
卿
衾
を
献
じ
、

右
兵
衛
督
公
能
卿
餅
を
献
ず
べ
き
由
、
勅
許
を
蒙
る
。
而
る
に
件
の

両
卿
、
正
月
軽
服
日
数
の
内
に
在
り
〈
今
月
八
日
、
故
春
宮
大
夫
公
実

卿
息
僧
覚
源
入
滅
す
。
故
に
日
数
内
に
在
り
〉。
除
服
と
雖
も
、
忌
み

憚
る
所
在
る
べ
き
や
否
や
、
勅
し
て
曰
く
、
憚
る
由
、
所
見
無
く
ん
ば

改
む
べ
か
ら
ず
。
右
大
将
諫
し
て
曰
く
、
勅
の
旨
は
愚
臣
の
心
に
於
い

て
不
可
、
憚
り
無
き
人
を
用
う
に
如
か
ず
。
権
中
納
言
忠
雅
卿
は
夫
婦

及
び
子
息
に
お
い
て
忌
む
所
無
し
。
宜
し
く
彼
に
献
ぜ
し
む
べ
し
。
い

わ
ゆ
る
疑
い
を
欠
っ
す
は
、
悔
い
寡
き
な
り
。
願
わ
く
ば
閣
下
熟
計
し
、

即
ち
大
将
の
諫
を
も
っ
て
法
皇
に
奏
し
、
加
え
て
奏
し
言
す
。
従
三
位

幸
子
、
御
衾
を
覆
う
べ
し
。
服
日
数
忌
む
有
る
べ
く
ん
ば
、
小
臣
覆
う

べ
し
と
。
勅
し
て
曰
く
、
奏
す
る
所
、
理
実
然
な
り
。
宜
し
く
請
う
所

に
如
か
る
べ
し
（
中
略
）

二
十
六
日
（
中
略
）
又
、
御
衾
を
調
献
す
べ
き
由
、
内
藏
寮
に
仰
す
べ

し
〈
衾
は
具
注
を
副
え
先
日
経
宗
に
付
す
〉（『
台
記
』）

実
能
五
十
三
歳
は
、
頼
長
の
妻
幸
子
の
父
で
あ
り
、
公
能
三
十
四
歳
は
そ
の

嫡
男
で
多
子
の
実
父
で
も
あ
る
。
新
婦
方
で
衾
献
上
と
三
日
夜
餅
を
行
う
予

定
で
あ
っ
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
実
能
兄
弟
覚
源
が
死
去
し
た
。
誰
が
献
上

す
る
か
議
論
に
な
っ
た
。
実
能
は
、
無
憚
人
が
良
い
の
で
、
権
中
納
言
忠
雅

を
奨
め
て
い
る
。
実
能
は
、「
夫
婦
及
び
子
息
で
忌
む
と
こ
ろ
な
い
人
物
が
良

い
」
と
提
言
し
て
い
る
。
新
婦
方
の
衾
を
調
進
す
る
場
合
も
、「
無
憚
人
」
が

ふ
さ
わ
し
い
と
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

⑱
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
三
月
五
日
、
鳥
羽
法
皇
と
美
福
門
院
の
皇
女

子
内
親
王
が
春
宮
守
仁
親
王
に
入
内
し
た
記
事
は
大
変
興
味
深
い
。

但
し
御
衾
儲
け
ら
れ
ず
、
本
宮
失
な
り
。
女
御
殿
御
方
儲
け
ら
れ
る
。

左
兵
衛
督
忠
雅
卿
院
宣
に
よ
り
調
進
し
御
帳
中
に
安
ぜ
ら
る
。
期
に
臨

み
夜
御
殿
に
取
り
渡
さ
る
と
云
々
。
も
っ
ぱ
ら
例
と
な
す
べ
か
ら
ず
。

（『
兵
範
記
』）

又
大
理
殿
同
妻
戸
に
入
り
〈
女
房
告
げ
申
せ
し
む
か
〉、
御
衾
を
覆
い

奉
ら
る
〈
件
の
御
衾
庁
設
く
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
具
沙
汰
無
し
と

云
々
。
よ
り
て
大
理
殿
調
進
せ
し
め
給
う
御
衾
を
用
い
ら
る
と
云
々
。

此
の
御
衾
は
宮
御
方
御
帳
内
に
置
か
る
べ
し
。
今
度
の
事
、
お
お
よ
そ

総
て
右
大
弁
朝
隆
卿
の
沙
汰
な
り
〉（『
山
槐
記
』）

鳥
羽
院
の
命
に
よ
り
左
兵
衛
督
検
非
違
使
別
当
（
大
理
）
忠
雅
が
新
婦
方
の

御
衾
を
調
進
し
た
が
、
春
宮
方
の
用
意
す
べ
き
初
夜
の
夜
御
殿
の
衾
を
用
意

し
て
い
な
か
っ
た
。
臨
機
応
変
に
、
新
婦
方
の
衾
を
急
遽
転
用
し
た
が
、
こ

れ
は
違
例
で
あ
り
、一
般
化
し
て
は
い
け
な
い
、と
両
日
記
と
も
記
し
て
い
る
。

　

以
上
、
⑨
⑫
⑭
⑱
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
婚
礼
初
日
の
衾
は
、
新
郎
方

で
あ
る
天
皇
や
春
宮
方
で
用
意
す
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
新
婦
方
が
用
意

し
帳
中
に
置
く
衾
は
、
天
皇
や
春
宮
の
初
渡
御
日
に
使
用
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
貴
族
層
で
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
⑲
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）

二
月
二
十
八
日
、
平
範
家
が
右
衛
門
佐
宗
光
を
婿
取
っ
て
い
る
。
平
信
範
は
、

経
営
所
と
な
っ
た
範
家
の
四
条
東
洞
院
新
造
家
に
行
き
、
婚
礼
の
室
礼
を
記
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し
て
い
る
。

寝
殿
中
央
母
屋
に
障
子
帳
を
立
つ
。
其
の
中
に
繧
繝
縁
畳
三
枚
を
敷
く
。

張
枕
二
を
安
じ
、
白
堅
文
織
物
直
垂
衣
を
置
く
。
表
筵
を
敷
か
ず
、
剣

を
置
か
ず
、頗
る
謂
わ
れ
無
き
か
、又
沈
枕
を
安
ぜ
ず
は
不
審
な
り
。（
中

略
）。
餅
を
薦
め
ず
は
如
何
。
又
衾
覆
儀
無
き
か
。（『
兵
範
記
』）

寝
殿
の
帳
中
に
置
か
れ
た
「
白
堅
文
織
物
直
垂
衣
」
が
衾
に
あ
た
る
。
と
こ

ろ
が
、
三
日
餅
も
衾
覆
儀
も
無
か
っ
た
の
で
信
範
は
訝
し
が
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
ま
ず
新
婦
方
が
衾
を
用
意
し
て
い
る
こ
と
、
衾
覆
儀
が
無
い
場
合

も
あ
っ
た
こ
と
、
が
確
認
で
き
よ
う
。

　

⑰
の
平
信
範
女
と
蔵
人
大
夫
と
の
結
婚
で
は
以
下
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

寝
殿
東
北
両
面
装
束
を
敷
設
す
。
障
子
帳
に
引
物
を
懸
く
。
其
の
内
に

沈
枕
、
織
物
直
垂
〈
白
〉、
剣
等
〈
錦
袋
に
入
る
〉
母
屋
西
壁
に
剣
を

副
え
る
。（
中
略
）
男
女
相
伴
い
帳
中
に
入
ら
る
。
下
官
衾
を
覆
う
〈
直

垂
な
り
〉（『
兵
範
記
』）

寝
殿
の
障
子
帳
の
中
に
、
沈
枕
と
織
物
直
垂
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
新

婦
の
父
信
範
が
覆
っ
て
い
る
。
新
婦
方
で
の
衾
の
用
意
で
あ
る
。

　

⑳
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
六
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
右
大
将
良
通
と

中
納
言
兼
雅
女
と
の
婚
礼
は
、
平
安
末
で
あ
る
が
、
衾
調
進
に
と
っ
て
大
変

興
味
深
い
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
本
来
は
雅
通
女
（
母
は
平
清
盛
女
）
十
一

歳
を
関
白
基
通
の
子
と
為
し
、
右
大
将
を
迎
え
る
予
定
だ
っ
た
が
、
忽
ち
遷

都
の
事
が
出
来
し
て
、「
非
執
聟
之
礼
」「
非
迎
婦
之
礼
」
両
方
で
な
い
「
最

略
密
々
沙
汰
」
儀
礼
と
な
り
、
女
院
寝
殿
で
婚
礼
が
行
わ
れ
た
。
亥
刻
、
新

婦
が
帳
中
に
入
り
、
大
将
が
や
っ
て
き
て
帳
に
入
り
、
暫
く
臥
す
。
大
将
が

装
束
を
着
し
、
出
て
き
て
饌
座
に
付
き
食
し
た
。
衾
覆
儀
は
無
か
っ
た
。
良

通
父
兼
実
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
今
夜
、
略
儀
に
よ
り
衾
を
調
え
ず
、
た
だ
宿
衣
を
用
う
べ
し

と
云
々
。
而
る
に
女
房
方
の
衣
宿
、
浮
線
綾
た
り
。
吉
事
に
用
い
難
し
。

大
将
方
又
兼
ね
て
用
意
す
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
事
な
り
。
日
来
、
宿
衣
は

唐
綾
な
り
。
忽
ち
新
調
し
難
し
。
今
夜
の
要
事
に
叶
う
べ
か
ら
ず
。
す

で
に
欠
っ
さ
ん
と
す
。
然
れ
ど
も
大
将
の
母
（
兼
実
妻
藤
原
季
行
女
）

云
わ
く
、
余
の
時
の
衾
御
倉
に
在
り
。
是
す
で
に
吉
例
の
物
た
る
と
雖

も
、
略
儀
た
る
上
、
ま
た
旧
物
を
用
い
難
し
。
よ
り
て
、
沙
汰
に
及
ば

ず
。
事
す
で
に
け
っ
す
如
し
。
今
に
お
い
て
は
計
略
無
し
。
ひ
そ
か
に

彼
の
衾
を
取
り
出
し
こ
れ
を
用
う
は
、
自
然
に
吉
例
に
叶
う
。
又
今
夜

の
事
欠
っ
す
べ
か
ら
ず
か
、
と
云
々
。
事
も
っ
と
も
し
か
る
べ
し
。
す

な
わ
ち
件
の
衾
を
取
り
出
し
、
兼
ね
て
帳
中
に
置
く
。
す
な
わ
ち
、
大

将
の
母
之
を
置
く
。
す
べ
か
ら
く
衾
覆
す
べ
し
と
雖
も
、
三
ケ
夜
同
宿

は
便
宜
無
し
。
こ
の
程
略
儀
な
り
。
衾
覆
の
儀
あ
る
は
か
え
り
て
礼
を

忘
る
と
い
う
べ
し
。
是
た
だ
欠
っ
せ
ざ
る
事
の
為
に
、
権
の
儀
に
廻
す

所
な
り
。
す
な
わ
ち
衾
覆
の
礼
は
無
し
。
事
お
わ
り
て
余
及
び
女
房
帰

宅
す
（『
玉
葉
』）

略
儀
だ
か
ら
宿
衣
を
用
い
る
予
定
だ
っ
た
が
、
唐
綾
で
は
な
い
の
で
吉
例
に

使
え
な
い
。
本
来
は
新
郎
で
あ
る
聟
方
が
衾
を
用
意
す
る
べ
き
で
は
な
い
が
、

新
郎
母
が
婚
礼
に
使
用
し
た
衾
が
倉
に
し
ま
っ
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
出
し

て
き
て
応
急
に
使
っ
た
。
し
か
し
、
衾
覆
儀
は
、
新
郎
の
母
が
三
日
間
同
宿

す
る
の
は
不
都
合
な
う
え
、
略
儀
な
の
で
行
わ
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。
婚
礼

の
衾
は
唐
綾
な
ど
儀
礼
に
ふ
さ
わ
し
い
材
質
で
あ
る
こ
と
、
衾
は
新
婦
方
が

用
意
す
る
こ
と
、
衾
覆
人
は
三
日
間
同
宿
す
る
こ
と
、
婚
礼
の
衾
は
倉
に
納

め
て
お
く
こ
と
、
な
ど
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
天
皇
・
春
宮
の
婚
礼
の
衾
は
新
郎
方
、
初
渡
御
儀
の
衾
は
新
婦
方
、
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貴
族
層
は
新
婦
方
で
調
進
す
べ
き
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

こ
れ
は
天
皇
・
春
宮
は
嫁
取
儀
礼
、
貴
族
層
は
婿
取
儀
礼
だ
っ
た
こ
と
と
見

事
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
衾
覆
儀
が
行
わ
れ
な
い
場
合
や
、
略
儀
だ
か

ら
行
わ
な
い
婚
礼
が
み
ら
れ
た
。
衾
覆
儀
が
早
く
に
衰
退
す
る
前
兆
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

２　

衾
の
形
態

　

衾
覆
の
衾
は
、
ど
の
よ
う
な
形
状
で
あ
り
、
素
材
な
の
か
。
平
安
中
期
の

史
料
で
は
不
明
だ
が
、
院
政
期
以
降
の
入
内
を
含
め
た
結
婚
儀
礼
で
は
あ
き

ら
か
に
な
る
。
ま
ず
、
天
皇
・
春
宮
へ
の
入
内
で
は
、
⑱
の
『
山
槐
記
』
記

事
が
詳
細
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
新
郎
方
の
春
宮
庁
が
衾
を
準
備
し
な

か
っ
た
の
で
、
新
婦
方
が
新
婦
殿
舎
に
お
く
べ
き
衾
を
急
遽
使
用
し
た
。
本

来
の
衾
の
形
状
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
是
よ
り
先
、
御
衾
を
献
ぜ
ら
る
。
そ
の
儀
、
御
衾
は
紅
打
長

さ
九
尺
、
弘
九
幅
な
り
〈
面
に
小
葵
綾
、
裏
平
絹
、（
中
略
）、
件
の
衾

は
二
重
に
是
を
重
ね
る
。
押
合
上
差
有
り
〈
紅
練
糸
な
り
〉〉。（
中
略
）。

打
平
裹
に
入
れ
、
衣
筥
に
居
う
〈
銀
を
以
て
松
鶴
藤
を
蒔
く
。
置
口
□

金
物
折
立
等
〉。
蒔
絵
の
辛
櫃
に
入
る
（『
山
槐
記
』***

）

こ
こ
で
は
紅
で
、
長
さ
は
九
尺
、
ほ
ぼ
二
、七
メ
ー
ト
ル
、
広
さ
は
九
幅
と

あ
る
。『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
の
「
衾
」
で
は
、

御
ふ
す
ま
、
く
れ
な
い
の
う
ち
た
る
に
て
く
び
な
し
、
な
が
さ
八
尺
、

八
の
か
、
五
の
の
物
な
り
、
く
び
の
か
た
に
は
、
く
れ
な
い
の
ね
り
い

と
を
、
ふ
と
ら
か
に
よ
り
て
、
二
筋
な
ら
べ
て
、
よ
こ
さ
ま
に
三
は
り

さ
し
を
ぬ
ふ
な
り
、
そ
れ
を
く
び
と
し
る
べ
し
。
お
も
て
こ　
小

あ
葵を

い
の

あ綾や
。
う
ら
ひ単と
へ
も文ん
な
り***

と
あ
り
、
長
さ
八
尺
、
八
幅
ま
た
は
五
幅
と
し
あ
り
、
広
さ
が
若
干
相
違
す

る
も
の
の
、
紅
打
、
面
に
小
葵
綾
、
裏
単
文
、
紅
の
練
糸
、
等
合
致
す
る
と

こ
ろ
も
多
い
。
長
方
形
で
あ
る
の
で
、
上
下
を
示
す
た
め
に
赤
の
練
り
糸
で

印
を
つ
け
、
そ
こ
を
「
く
び
」
に
し
た
の
で
あ
る
。
⑯
で
は
、「
ま
ず
紅
御
直

垂
を
著
し
、
そ
の
上
に
御
衾
を
著
」
し
て
い
た
。
直
垂
と
は
、
直
垂
衾
と
も

い
い
、
平
安
朝
で
は
庶
民
の
平
服
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
形
が
襟
・
袖
の
つ
い

た
衾
と
似
通
っ
て
い
た
の
で
略
し
て
直
垂
と
称
し
て
い
た
、
と
さ
れ
る***

。
袖

の
付
い
て
い
る
垂
直
を
懸
け
、
そ
の
上
に
方
形
に
御
衾
を
覆
う
と
い
う
二
重

の
よ
う
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
貴
族
層
の
衾
で
は
、
⑲
の
平
範
家
が
宗
光
を
婿
取
っ
た
婚
姻

儀
礼
で
は
、
寝
殿
の
中
央
母
屋
の
帳
中
に
「
白
堅
文
織
物
直
垂
衣
を
置
く
」

と
あ
り
、
こ
れ
が
衾
で
あ
ろ
う
。
⑰
で
は
、「
下
官
衾
を
覆
う
〈
直
垂
な
り
〉」

（『
兵
範
記
』）
と
あ
り
、
新
婦
父
平
信
範
が
衾
を
覆
っ
た
が
、
直
垂
と
あ
る
。

⑳
で
は
、
婚
姻
儀
礼
に
使
用
し
た
衾
は
御
倉
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
素
材
も

唐
綾
だ
っ
た
。
こ
の
形
状
は
直
垂
か
方
形
の
衾
か
不
明
で
あ
る
が
、
豪
華
な

素
材
で
新
調
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
以
上
、
婚
姻
儀
礼
に
と
っ
て
は

貴
重
で
重
要
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
史
料
提
示
に
紙
枚
を
多
く
割
い
た
が
、
衾
覆
儀
は
、
十
一
世
紀
前

後
に
天
皇
・
春
宮
入
内
か
ら
始
ま
り
、
新
婦
方
母
や
父
が
衾
覆
人
と
な
っ
た

こ
と
、
十
一
世
紀
末
に
な
る
と
貴
族
層
に
も
浸
透
し
た
こ
と
、
衾
覆
人
は
新

婦
方
母
か
ら
無
憚
人
へ
、
さ
ら
に
父
や
男
性
に
な
っ
た
こ
と
、
婚
礼
初
夜
の

衾
調
進
は
、
天
皇
・
春
宮
は
新
郎
方
、
貴
族
層
で
は
新
婦
方
が
用
意
し
た
こ

と
、
な
ど
が
史
料
か
ら
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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『
江
家
次
第
』で
は
、衾
覆
人
は
、「
物
吉
の
女
で
上
臈
の
者
が
覆
う
」と
あ
っ

た
。
す
る
と
、
衾
覆
人
は
、
新
婦
母
か
ら
無
憚
人
た
る
女
性
、
さ
ら
に
父
や

男
性
へ
と
変
容
す
る
道
筋
が
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
衾
の
形
状
や
色
な
ど
大
変
興
味
深
い
史
料
も
多
い
が
紙

数
も
尽
き
た
の
で
今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

注＊１　

高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
講
談
社
、一
九
五
三
年
、同
『
日
本
婚
姻
史
』
至
文
堂
、

一
九
六
三
年
。

＊２　

中
村
義
男
『
王
朝
の
風
俗
と
文
学
』
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
。

＊３　

た
と
え
ば
、 

伊
藤
一
男「
貴
族
の
通
過
儀
礼　

三
結
婚
」（
山
中
裕
・
鈴
木
一
雄
編『
平

安
時
代
の
儀
礼
と
歳
事
』
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
）。

＊４　

服
藤
早
苗
「
平
安
中
期
の
婚
姻
と
家
・
家
族
」（
加
納
重
文
編
『
源
氏
物
語
と
そ

の
時
代
』
講
座
源
氏
物
語
研
究
第
二
巻
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
「
三
日

夜
餅
ー
平
安
朝
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
の
餅
」（
紫
式
部
学
会
編
『
む
ら
さ
き
』
四
三
輯
、

二
〇
〇
六
年
）、
同
「
三
日
夜
餅
儀
の
成
立
と
変
容
ー
平
安
王
朝
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
」

（
服
藤
早
苗
編
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
説
話
に

み
る
平
安
貴
族
婚
姻
儀
礼
の
成
立
」（『
説
話
文
学
』
四
十
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
同

「
書
使
と
後
朝
使
の
成
立
と
変
容
」（
小
嶋
菜
温
子
編
『
王
朝
文
学
と
通
過
儀
礼
』
竹

林
舎
、
二
〇
〇
七
年
）。

＊５　

神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
四
『
江
家
次
第
』
神
道
大
系
編
纂
会
、一
九
九
一
年
使
用
。

＊６　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』
岩
波
書
店
、
使
用
。

＊７　

服
藤
早
苗
「
平
安
中
期
の
婚
姻
と
家
・
家
族
」
前
掲
論
文
。

＊８　
『
平
記
』
長
暦
元
年
十
月
二
十
三
日
条
。

＊９　

高
群
逸
枝
前
掲
著
書
、
四
二
八
頁
。

＊１０　

日
本
古
典
文
学
全
集
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』
小
学
館
、

一
九
七
二
年
使
用
。

＊１１　

服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
母
と
子
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
。

＊１２　

な
お
、
辻
垣
晃
一
氏
は
、「
小
一
条
院
が
藤
原
寛
子
を
「
高
松
」
ま
で
迎
え
に
行
っ

て
い
る
。」
と
さ
れ
る
が
（
辻
垣
晃
一
「
日
本
婚
姻
史
の
一
視
角
ー
摂
関
家
の
特
異
性

を
考
え
る
」
笠
谷
和
比
古
編
『
公
家
と
武
家
Ⅲ
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）、
小

一
条
院
は
藤
原
寛
子
を
迎
え
に
行
っ
た
の
で
は
な
く
、「
此
の
夜
小
一
条
院
近
衛
御
門

に
御
す
」（『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
十
一
月
二
十
二
日
条
、『
栄
花
物
語
』
十
三　

ゆ
う
し
て
、
に
も
詳
し
い
）
と
あ
り
、
小
一
条
院
は
寛
子
の
い
る
高
松
殿
（
源
明
子

の
邸
宅
）
に
婿
取
ら
れ
て
い
る
。
小
一
条
院
は
逆
に
天
皇
・
東
宮
と
違
っ
た
対
応
を

受
け
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
前
掲
拙
稿
「
平
安
中
期
の
婚
姻
と
家
・
家
族
」
で
も

論
証
し
た
が
、
平
安
時
代
に
は
、「
臣
下
の
例
」
が
「
婿
取
婚
」
で
あ
り
、
天
皇
・
東

宮
は
「
嫁
取
婚
」
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
な
お
辻
垣
論
文
は
、
婚
姻
史
料
を
詳
細

に
分
析
す
る
手
法
を
と
っ
て
お
ら
ず
、奇
を
衒
っ
た
論
旨
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。

＊13　

服
藤
早
苗
「『
落
窪
物
語
』
に
み
る
婚
姻
儀
礼
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要　

人
間
学

部
篇
』
第
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

＊14　

服
藤
早
苗
「
三
日
夜
餅
儀
の
成
立
と
変
容
─
平
安
王
朝
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
」
前
掲

論
文
、
同
「
書
使
と
後
朝
使
の
成
立
と
変
容
」
前
掲
論
文
。
東
海
林
亜
矢
子
「
女
房

女
官
餐
禄
」（
服
藤
早
苗
編
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
前
掲
書
）。

＊15　

村
上
源
氏
の
土
御
門
亭
に
つ
い
て
は
、
高
群
逸
枝
前
掲
書
、
角
田
文
衛
「
村
上
源

氏
の
土
御
門
第
」（『
角
田
文
衛
著
作
集　

王
朝
文
化
の
諸
相
』
法
蔵
館
、一
九
八
四
年
、

初
出
は
一
九
七
六
年
）、
鷲
見
等
曜
「
村
上
源
氏
の
居
住
形
態
」（『
岐
阜
経
済
大
学
論

集
』
二
十
ー
一
、一
九
八
六
年
）、
高
橋
秀
樹
「
院
政
期
貴
族
の
祖
先
祭
祀
空
間
」（
同

著
『
日
本
中
世
の
家
と
親
族
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
等
参
照
。

＊16　

高
群
逸
枝
『
平
安
鎌
倉
室
町
家
族
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
。

＊17　

高
群
逸
枝
『
平
安
鎌
倉
室
町
家
族
の
研
究
』
前
掲
書
、
参
照
。

＊18　

藤
原
宗
忠
家
族
に
つ
い
て
は
、戸
田
芳
実
『
中
右
記
ー
躍
動
す
る
院
政
期
の
群
像
』

（
そ
し
え
て
、
一
九
七
九
年
）
参
照
。

＊19　

服
藤
早
苗
「
三
日
夜
餅
儀
の
成
立
と
変
容
ー
平
安
王
朝
貴
族
の
婚
姻
儀
礼
」
前
掲
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論
文
。

＊20　

河
野
房
雄
『
平
安
末
期
政
治
史
研
究
』
東
京
堂
、
一
九
七
九
年
。

＊21　

服
藤
早
苗
「
書
使
と
後
朝
使
の
成
立
と
変
容
」
前
掲
論
文
。

＊22　

高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
前
掲
書
。

＊23　

栗
山
圭
子
「
篤
子
内
親
王
論
ー
二
つ
の
家
を
生
き
た
女
性
」（
服
藤
早
苗
編
『
女
と

子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
年
）。

＊24　

服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
家
と
女
性
ー
北
政
所
の
成
立
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

＊25　

角
田
文
衛
『
椒
庭
秘
抄
ー
待
賢
門
院
璋
子
の
生
涯
』（
朝
日
新
聞
社
、一
九
七
五
年
）

で
は
、
寵
臣
で
あ
る
宗
通
夫
妻
に
代
理
を
命
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

＊26　
「
沓
懐
」
に
関
し
て
は
別
稿
で
詳
細
に
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、『
江
家
次
第
』

執
聟
事
で
も
婚
姻
儀
礼
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。

＊27　

中
村
義
男
前
掲
書
も
詳
細
に
引
用
し
て
い
る
。

＊28　
『
群
書
類
従
』
巻
第
百
十
二
、
装
束
。

＊２９　

小
川
光
八
暘
『
寝
所
と
寝
具
の
文
化
史
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
四
年
）
一
〇
三
頁
。
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The Birth and Transformation of Fusuma-ooi Ceremony
── The Matrimonial Ceremony in the Aristocracy of Heian

　

FUKUTO, Sanae

　平安貴族層の婚姻儀礼の中に、第一夜に寝所の御帳中に臥した新郎新婦の上に夜具で
ある衾を覆う衾覆儀がある。これは11世紀前後、天皇・東宮への入内から開始された。
当初の衾覆人は、新婦の母が多かったが、12世紀になると、夫婦健在で子息が健康に育っ
ている者や服喪中でない者等の「無憚人」へ、さらに男性とりわけ新婦の父へと変容し
ていく。これは、男性優位の非対称のジェンダー構造が構築された社会に対応している。

キーワード：婚姻儀礼、衾覆、貴族、入内
Key words ：Matrimonial Ceremony, Fusuma-ooi, Aristocracy, Emperer`s Marriage


